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仏教から⾒たビッグデータ社会の問題 

師 茂樹 

はじめに 
近年、SNS やキャッシュレス決済等を通じて記録したビッグデータをもとに、⼈々の⾏動を予測し、

「最適」化された社会サービス等を提供しようというデータ資本主義、監視資本主義が広がりをみせ、国
家による統治にも導⼊されつつある。そこでは、アイデンティティやプライバシー、未来を⾃⼰決定する
⾃由などへの侵害も懸念されている。 

このような状況に対して、仏教の倫理観や実践論を適⽤しようという議論も、いくつか出始めている。
たとえば、佐々⽊閑（2018）は、スマートフォンや IoT、顔認識システムなどによって⼈々の⾏動が記録
され、インターネット上に蓄積され、やがてそれが⾃分に何らかの形で返ってくる、という「極度の監視
社会」に、仏教のカルマのシステムとの共通性を⾒出して「ネットカルマ」とよび、それに「対抗」する
ために「ネットの価値観から離れる」⽅法を説く。しかし、その⽅法は、「ネット」の⽅を変えようとい
うものではなく、「⾃分を救えるのは⾃分⾃⾝である」（『ダンマパダ』）とあるように⾃分⾃⾝を変えること
が主となっている。 

また、Peter D. Hershock (2020) は、⼈⼯知能や機械学習、ビッグデータの影響による「⼈間の経験の変
化」を、気候変動や格差の拡⼤などとならぶ倫理的な苦境であるとする。そして、グローバルなアテンシ
ョン・エコノミー（⼈々の注 ⽬

アテンション
の獲得を重視する経済）や監視国家による意識の植⺠地化――⼈々がアルゴ

リズムによって強制された欲望や欲求にもとづいて⾃律的に⾏動する個⼈にされてしまうこと――に抵
抗し、より公平で⼈道的な未来につながるような倫理的エコシステムを実現すべきだ、という。そして、
アテンションをコントロールする⽅法などを仏教のなかから学ぶべきだ、と主張する。ビッグデータな
どによる「意識の植⺠地化」のことを、「カルマエンジン」とよび、アテンションのコントロールといっ
た⾃⼰変⾰的な⾯を強調するのは、佐々⽊閑の議論と共通する。 

⼀⽅で、発表者がこれまで何度か報告してきたように（師茂樹 2020など）、⼈⼯知能（AI）開発における
倫理が問題になっており、そこに仏教を始めとする伝統知を導⼊する試みが（不⼗分ながら）模索されてい
る。佐々⽊や Hershock の議論では、倫理的な規制などによって情報社会⾃体を変⾰することにはつなが
らない。本発表では、ビッグデータ・ビジネスの中⼼的な技術の⼀つである機械学習アルゴリズムの開発
において、仏教的な倫理観を導⼊すべきだと主張する S. Hongladarom. The Ethics of AI and Robotics: A 

Buddhist Viewpoint.の第 6章「プライバシー、機械学習、ビッグデータ分析」の議論を紹介し、批判的に検
討したい。 

Hongladarom (2020) の議論 

現代の情報社会に対する評価 
Hongladarom もまた、Facebook をはじめとするソーシャルメディア（SNS）や Google をはじめとする検
索サイトにおいて、ユーザの⾏動履歴が断りなく収集され、分析され、転売されていることには批判的で
ある。また、パーソナライズされた広告などを通じて、⼈々の⾏動が予測されコントロールされているこ
とを強く批判している。さらに、この技術が、企業だけでなく国家によって利⽤され、国⺠が国家にとっ
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て望ましい⾏動をとるよう「躾ける」ために⽤いられることを憂慮している。 

⼀⽅で、Hongladarom は、この技術⾃体は否定しないし、ビッグデータの収集や分析を⽌める必要もな
いという。上記のような「監視資本主義」（Shoshana Zuboff）や「データ資本主義」（Sarah Myers West）につい
ては批判的であるが、「資本主義を動かす利潤追求と、個⼈の権利や尊厳、真の⾃由を守る必要性とのあ
いだでバランスをとる必要がある」と述べるなど、資本主義⾃体を否定することはない。また、⼈々の⾏
動が予測されコントロールされることについても、「例えば、薬を時間通りに飲んだり、外出してエクサ
サイズをしたりするなど、ユーザがやるべきことをソフトウェアが後押ししてくれる場合」など、ユーザ
に対してデータの利⽤⽅法等がきちんと開⽰されていれば「予測とコントロールがユーザーにとって有
益なこともある」という。 

Hongladarom は、仏教倫理にもとづいて現代情報社会におけるプライバシーを擁護するにあたり、仏教
が⺠主主義と価値観を共有していることを根拠としている。その意味で Hongladarom は、基本的に現在
の（いわゆる「⻄側」諸国で共有されている）⺠主主義や資本主義にもとづく価値観を肯定しており、その範
囲内で仏教倫理を適⽤した修正を提案していると考えられる。 

仏教からみた⾃由意志とプライバシー 
Hongladarom は、⼈々の「未来の時制に対する権利」、すなわち個⼈の⾃由意志・⾃律性が奪われるこ

とを「監視資本主義」の⾮倫理性とする議論（Zuboff）や、個⼈が⾃律的に権利を⾏使するためにプライバ
シーの保護が必要であるとする議論（Warren・Brandeis）を紹介する。そして、そういった⾃由意志やプライ
バシーを「個⼈」に帰する「⻄洋」の考え⽅は、仏教の考え⽅とは異なると述べる。 

Hongladarom によれば、無我（個⼈と思われているものは「精神的、⾝体的なエピソードの集合体」にすぎない）
を説く仏教では、外部の影響から独⽴した純粋な個⼈や⾃由意志などは認めない、とする（この考え⽅は、
スピノザと共通するという）。修⾏などのように、⾃由を制限するようなものであっても、仏教の⽬的（解脱
など）に適ったものであれば、むしろ「真の⾃由」を構成するものとなる。 

「⻄洋」的な個⼈を認めないからといって、プライバシーがないわけではない。仏教的に⾔えば、プラ
イバシーは個⼈に帰属するものではなく、他者との関係において成り⽴つ概念であり、他者の存在に依
存している。⼈間を含めた衆⽣は〝感覚を持つ存在（有情）〟であるので、不幸ではなく幸福であること
を望む。幸福のためには、他⼈によって傷つけられないことが重要であり、そのためには衆⽣同⼠が、⽂
化などに応じて規範的に決定される⼀定の距離を保つ必要がある。そこから、プライバシーが擁護され
るのである。Hongladarom は、プライバシーの尊重こそが、幸福を追求する⼀切衆⽣の究極の⽬的である、
とも述べている。 

「慈悲にもとづくアルゴリズム」 
上記のように、ビッグデータ・ビジネス⾃体を否定しない Hongladarom は、データの収集や分析が仏教

倫理にもとづいた技術が⽤いられるべきだ、と主張する。その主要な技術である機械学習のアルゴリズ
ムは、「悟りにもとづいたアルゴリズム enlightened algorithm」もしくは「慈悲にもとづいたアルゴリズム 

compassionate algorithm」でなければならない。 

このアルゴリズムには、苦しみを和らげたいという願望と、すべてのものが相互につながっていると
いう理解の両⽅が備わっており、倫理的な模範になるように動作しなければならない（最初から完璧である
必要はなく、修⾏者のように成⻑していく）。プライバシーに関して⾔えば、ユーザーのプライバシーを尊重し、
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その適⽤に恣意的な偏りがないことが必要である。 

機械学習アルゴリズムに⼊⼒されるデータは、社会から提供されるので、提供元である社会システム
のほうも偏りがあってはいけない。企業がユーザからデータを収集するにあたっては、どのような⽬的
で、どのようにデータを分析するのかが明確に説明されなければならず、情報を予測やコントロールに
利⽤する場合には、事前にユーザーに許可を求めなければならない。また、ユーザの投票⾏動などに影響
を与えるようなコントロールについては、法律で規制する必要もある。……以上が、Hongladarom の議論
の要約である。 

Hongladarom の問題点 
Hongladarom の議論には、以下のような問題点が指摘できるのではないかと思われる。 

l ⺠主主義的な価値観と仏教の倫理観を同⼀視するならば、仏教を持ち出す積極的な理由はどこに
あるのか。 

l 仏教的に⾔えば貪欲にもとづいている資本主義を、肯定しても良いのか。 

l ここで提⽰されている「慈悲にもとづいたアルゴリズム」は、開発⽅針とでも⾔うべきものであっ
て、アルゴリズムではない。 

参考⽂献 
Peter D. Hershock (2020). The Intelligence Revolution and the New Great Game: A Buddhist Reflection on the 

Personal and Societal Predicaments of Big Data and Artificial Intelligence. Hualin International Journal of 

Buddhist Studies 3/2: 62–77. https://dx.doi.org/10.15239/hijbs.03.02.04 

師茂樹 (2020). AI・仏性・倫理. 未来哲学 1: 169‒187. 

佐々⽊閑 (2018). ネットカルマ: 邪悪なバーチャル世界からの脱出. KADOKAWA. 

Soraj Hongladarom (2020). The Ethics of AI and Robotics: A Buddhist Viewpoint. Lexington Books. 

【付録】第 6 章「プライバシー、機械学習、ビッグデータ分析」の概要 
l 社会の様々な場⾯で⽤いられつつある機械学習アルゴリズムは、倫理的な問題を引き起こす可能性

がある。 

Ø 倫理的問題には 2 つのカテゴリがある（ブレント・ミッテルシュタット）： 

² 認識論的懸念：機械学習に投⼊されるデータが信頼できない可能性がある。 

² 規範的懸念：アルゴリズムによって差別や不公平が⽣じる可能性がある。 

Ø 最⼤の懸念：個⼈情報・プライバシーを扱うため、⼈々の権利・個性・⾃由などに悪影響を及ぼ
す可能性がある。 

l テクノロジーを介した⺠間企業と国家による個⼈のコントロールの懸念。 

Ø 最も深刻な倫理的脅威：ソーシャルメディアや検索サイトで収集されたビッグデータが、個⼈
のプライバシーを侵害するような⽅法で利⽤されること。 

² ショシャナ・ズボフ：「未来の時制に対する権利 right to a future tense」が「監視資本主義」
によって失われる。 

² サラ・マイヤーズ・ウエスト：「データ資本主義」によって、ビッグデータにアクセスでき
る者と、そのようなアクセスを持たない者とのあいだで、権⼒の不均衡が⽣じる。 

² 本書では「デジタル痕跡 digital traces」という、より中⽴的な⾔葉を⽤いる。 
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Ø デジタル痕跡に基づく予測は、国家による監視と⽀配に⽤いられる。 

² 中国においては、ソーシャルメディアと国家当局との連携による監視、公共の場での顔認証
などが⾏われている。 

² 社会信⽤システム（SCS）：権⼒者にとって価値がある⾏動をとるように躾けるための⼿段。
権⼒者とそうでない者のあいだに溝を作ってしまう。 

Ø ビッグデータと機械学習アルゴリズムは、これらの問題の技術的背景。 

l 仏教からみた⾃由意志 

Ø ズボフ：監視資本主義は、「未来の時制に対する権利」（⾃分がどんな未来を持ちたいかを⾃分で決める
権利）＝個⼈の⾃由意志・⾃律性と尊厳を否定するので、⾮倫理的である。 

Ø 中国当局：国⺠の福祉のためには監視が必要。 

Ø 仏教における個⼈の概念は、⻄洋の⾃由主義的な個⼈の概念とは⼤きく異なる。 

² ズボフの⾔う⾃由は、意識的にも無意識的にも何の強制もされていないことを求める。 

² 仏教においては、⾏動や決断は無数の先⾏要因に左右されると考え、外部の影響がない純粋
な意思決定を認めない。 

Ø 機械による予測が問題なのではなく、予測がコントロールのために使われるのが問題である。 

Ø 仏教とスピノザの共通点：「真の⾃由」は、あらゆる事象が別の事象によって引き起こされ、偶
然の事象は存在しないことを悟り、理性によって⾃然と⾃分の⼈⽣を調和させることによって
得られる。 

² アイザイア・バーリンの「積極的⾃由」と似ているが、“真の⾃⼰”が権⼒者によって利⽤さ
れることを警戒している点で異なる。 

² 仏教の考える「真の⾃由」は、解脱を⽬的とした「正しい理解」（sammā diṭṭhi）（スピノザの⾔

う「適切な観念」）に基づいていなければならない。 

² ズボフの⾔う「未来の時制に対する権利」を享受するだけでは不⼗分。 

Ø 現実や理性、仏道に沿ったものであれば、⾃分に対する制限であっても「真の⾃由」を制約する
ものではなく、むしろ「真の⾃由」を構成するものとなる。 

² たとえば修⾏など。 

² ⾃⼰の完全性が侵害されないようにするためには、ネットで遭遇するものに気を配り、⾏動
に注意を払うなど、⾃分が何をしているのかを常に把握する必要がある。 

Ø ソーシャルメディアや検索サイトは、ユーザーの権利と幸福を⾼めるような形でデータを使⽤
すべきである。 

² ズボフは収集されたデジタル痕跡のデータは捨てられるか放置されるべきだというが、幸
福を⾼めるためであれば収集と分析を⽌める必要はない。 

² 最も間違っているのは、個々のユーザーの⾏動を予測・制御し、その結果を販売すること。 

² 資本主義を動かす利潤追求と、個⼈の権利や尊厳、真の⾃由を守る必要性とのあいだでバラ
ンスをとる必要がある。そのためには、「悟りにもとづいたアルゴリズム enlightened 

algorithm」や「慈悲にもとづいたアルゴリズム compassionate algorithm」に向けた議論を展
開すべき。 

l プライバシーの概念と個⼈ 
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Ø プライバシーの侵害は、⾝体的インテグリティが損なわれるのと同様、⾃分に関する情報のイ
ンテグリティを損なうものである。 

Ø プライバシーが不⼗分であった環境においても、個⼈を尊重するために距離を維持することは
⾏われていた。 

² プライバシーとは規範的なものである。 

Ø 監視資本主義企業（ソーシャルメディアや検索サイト）の⾮倫理性は、個⼈を尊重するために距離を
維持していないからであって、私たちの⾃由を制限しているからではない。 

l プライバシーはいかにして正当化されるか 

Ø ジム・ムーア：プライバシーの保護は、すべての⼈間の⽂化に共通する中⼼的価値観（⽣命、幸
福、⾃由、知識、能⼒、資源、安全）を守るために必要である。プライバシーは「安全」という価値
観の表現。 

² ムーアが暗黙の前提としているのは、守られる必要があるのは個⼈の安全（プライバシー）で
ある、ということであるが、情報社会では個⼈だけでなく近親者、友⼈のプライバシーが保
護されなければならない。 

Ø 個⼈が⾃律的に権利を⾏使するためにはプライバシーが必要。 

² Samuel Warren・Louis Brandeis：個⼈のプライバシーを保護する必要性は、技術の進歩に依
存する。プライバシーが保護されなければならない理由は、個⼈が⾃律的で合理的な存在に
なることができる不可侵の領域（「私⽣活・家庭⽣活の聖域」）があるからである。 

Ø 仏教哲学から⾒れば、これらの個⼈の概念は疑わしい。 

² 仏教的な意味での「個⼈」は、精神的、⾝体的なエピソードの集合体であり、まとまった全
体を形成しているが、内部に核を持たない。 

² このような「個⼈」も、プライバシーの権利を持っている。それは、社会的な幸福を実現す
るため道具的なものである。 

² ⼈間は感覚を持つ存在（有情）なので、不幸になるよりも幸せになりたいと願う。そのため
には、他⼈によって傷つけられないことが重要であり、⼀定の空間を持つ権利がある。 

Ø 仏教哲学にもとづくプライバシー論に対する反論 

² プライバシーが社会の幸福のために必要であると仮定することは、説得的ではない。むしろ
プライバシーは、カントの「⽬的の王国」の⼀員であることを理由に、個⼈に不可分に帰属
する権利であると解釈すべきある。 

² プライバシーがまったくない社会であっても繁栄することがあるので、プライバシーは社
会の繁栄や幸福のために必須ではない。 

ú 再反論：プライバシーは、個⼈に帰属するものとして概念化されるべきではない（ロビ
ンソン・クルーソーのプライバシーは成り⽴たない）。プライバシーとは関係性の概念であり、
他者の存在に依存している。 

² ⺠主主義や、⾝体・情報のインテグリティの尊重などのためにプライバシーがあるのであれ
ば、プライバシーは他の価値観に依存していることになり、前者が必然的ではないのであれ
ば後者も必然的ではないことになる。 

ú 再反論：現代社会では（仏教の精神においても）平等・正義・⺠主主義などが正当化され
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るので、プライバシーも⼗分に正当化される。 

l 「慈悲にもとづいたアルゴリズム」は、いかにして可能か。 

Ø プライバシーは、世代や⽂化の違いを超えて、情報化社会の中核的な価値観である。他の世代や
⽂化がプライバシーを尊重していないように⾒えても、その世代・⽂化がプライバシーを尊重
していないことにはならない。 

² 今⽇の情報化社会、ユビキタス社会では、プライバシーがより重要な問題となる。 

Ø 仏教倫理にもとづく「悟りにもとづくアルゴリズム」の提案。 

² 倫理的な模範になるように動作する。 

² 苦しみを和らげたいという願望と、すべてのものが相互につながっているという理解の両
⽅を備えている。 

² アルゴリズムと⼊⼒されるデータ、データが収集される社会システムが、偏りがないもので
なければならない。 

Ø 例として：顔認識技術の問題 

² プライバシーと個⼈情報の保護（顔認識技術を使って同意なしに個⼈情報が取得されるなど）。 

² アルゴリズムが失敗する可能性（犯罪者ではない⼈を犯罪者として認識してしまうなど）。 

² アルゴリズムが悪⽤される可能性（国家による権利の侵害など）。 

² 個⼈の商品化とコントロールの喪失（顔情報の商品化、「未来の時制に対する権利」の喪失） 

² 偏ったアルゴリズムの可能性（外⾒によって潜在的犯罪とみなすなど） 

² ブラックボックス問題（アルゴリズムがどのように動作するのか、プログラマーも含めてわからない） 

Ø 顔認識技術のための「悟りにもとづいたアルゴリズム」 

² ユーザーのプライバシーを尊重し、その適⽤に偏りがない。ユーザーの⾃由を守る。 

² 修⾏者のように、⾃分⾃⾝を完成させてどんどんスキルを⾼めていく。 

Ø 予想される反論： 

² プライバシーや⾃律性などの価値を恣意的に決めつけているのではないか。もし独裁主義
（authoritarianism）が社会的に⽀持されていれば、そのためのアルゴリズムとなるのではない
か。 

ú 再反論：仏教倫理は、すべての苦しみの停⽌（nibbāna）に到達するのに役⽴つかどうか
で評価される。プライバシーなどが恣意的かどうかも、それによって判断される。プラ
イバシーの尊重とは、輪廻を⽣きる衆⽣が、お互いに規範的な距離を保つということで
ある。すべての衆⽣は誰もが苦しみたくない、むしろ幸せになりたいと願っているの
で、プライバシーの尊重はすべての衆⽣の究極の⽬的となる。 

ú 独裁主義は、⺠主主義に反するので、正当化されない。 

l まとめ 

Ø アルゴリズムに「慈悲」があるように⾔うのは、語弊があるかもしれない。しかし、⼈間が機械
に⼼があるかのようにふるまうのは⾃然なことである。 

Ø プライバシーの尊重は、機械学習アルゴリズムの本質である必要がある。 

² データの収集についてユーザーに明確に説明し、明確なインフォームド・コンセントがなさ
れること。 
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² 企業が、どのような⽬的で、どのようにデータを分析するのかを提供すること。 

² 情報を予測やコントロールに利⽤する場合には、事前にユーザーに許可を求めること。 

Ø ソーシャルメディアや検索サイトが無料なのは、ユーザーが顧客ではなく「餌」だから。 

Ø ソーシャルメディアなどが、有権者の⾏動を操作しコントロールしようとするのは、仏教⽤語
でいうところの「害」にあたり、そのようなことをする企業の⼈々は⾮常に深刻な負のカルマを
作り出していることになる。 

² このような事態が⼆度と起こらないようにするため、法律を制定する必要がある。 

 


